


1. 県内の建設投資は、平成３年度の１兆4,658億円をピークに減少しており、平成26年度
には6,761億円とピーク時の半分以下となっています。 

2. 本県の当初予算額は、平成12年度の1,545億円をピークに減少しており、平成28年度は
599億円とピーク時の約40％となっています。 

3. 平成27年度の国土交通省の発注した三重県内の建設企業が参加可能な工事（一般土
木）は、約198億円でしたが、三重県内の建設企業がすべて受注しているわけではなく、
約23％（約46億円）の工事は三重県外の建設企業が受注しています。 

4. 三重県内の常勤の現場労働者は、平成20年度に約8,400人であったのに対し、平成26年
度には約6,600人まで減少しています。 

5. 建設業に就労した新規高校卒業者の約半数が３年以内に離職しています。 
6. 県内の一級土木施工管理技士のうち、39歳以下の一級土木施工管理技士が占める割合

は、平成17年度は全体の約22％でしたが、平成27年度は約14％まで低下しました。 
7. 平成27年度に県が総合評価方式で発注した工事の配置予定技術者の平均年齢は約49歳

であり、若手技術者が工事を担当する機会が減少しています。 

（１）確かな技術力を持つ建設企業 

1. 本県の入札参加資格登録者は、当初予算額がピークであった平成12年度と比べ平成28
年度では６％程度の減少にとどまっており、過剰供給構造となっています。 

2. 価格競争では、約66％の入札においてくじ引きによる落札が発生している状況です。 
3. 平成27年度の県土整備部・農林水産部の土木一式工事において、入札参加建設企業の

約42％が工事を受注できませんでした。 
4. 県土整備部の発注件数について、各四半期ごとの発注件数の差は近年では縮まってい

るものの、第１四半期では100件前後であるのに対し、第２～４四半期ではいずれの
期間においても250件以上となっています。 

5. 建設業の売上高経常利益率の平均値（売上高１億円以上の建設企業）は、平成26年度
は2.72％（過去最高値）でしたが、平成27年度は2.63％に低下しました。 

6. 平成25年度の三重県における工事落札率が平均89.3％であるのに対し、近隣県は93％
以上であり、三重県の工事落札率は近隣県より低い状況です。 

7. 三重県の公共工事設計労務単価は、主要11職種において平成25年度に比べ平成27年度
で約10％上昇していますが、大工や左官の賃金は聞き取り調査では約１％しか上昇し
ていません。 

8. 建設業の従事者は減少しており、特に本県の39歳以下の就業者数は、平成17年の約
28,000人に比べ、平成22年は約22,000人と著しく減少しています。 

9. 県立高等学校において、従来から土木・建築系学科が無かった東紀州地域に加え、伊
賀地域においても土木・建築系の学科が無くなっています。 

10.休業４日以上の死傷者数は年々減少しているものの、建設現場での事故はニュースな
どに大きく取り上げられ、危険な業種として認識されています。 

11.大学生を対象としたアンケートでは、平成２４年度から、行きたくない会社として、
「休日が少ない会社」と回答する学生の割合が年々高くなっています。 

12.公共工事の約８割の工事は４週４休もしくは４週５休であり、完全週休二日制を実施
している工事は５％となっています。 

（３）未来に存続する建設企業 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 建設業をとりまく現状 

1. 近年は局地的な豪雨の頻発や、南海トラフ地震の発生も危惧されています。時間50㎜
以上の豪雨の発生回数は、30年前と直近10年を比べると約1.25倍です。南海トラフ地
震の今後30年以内の発生確率は70％程度とされています。 

2. 災害協定を締結しているＡ・Ｂランク建設企業の分布を旧市町村別に見ると、平成28
年度において旧９町村で災害対応空白地が発生しています。 

3. 県土整備部の維持管理費は、平成18年度は約72億円でしたが、平成28年度は約88億円
に増加しています。 

4. 平成26、27年度に実施した道路施設の点検結果において、概ね５年以内に修繕が必要
な施設の割合は、橋梁では全体の約６％、トンネルでは約58％、横断歩道橋では約
52％であり、継続的な維持修繕が必要な状況です。 

（２）地域に必要とされる建設企業 



 
（１）確かな技術力を持つ建設企業をめざして（技術力） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 （１－１）国などの県発注工事以外の公共工事も受注できる技術力を身に着けます。 
 （１－２）若年就業者を育成し技術・技能を適切に継承します。 
 
 
（２）地域に必要とされる建設企業をめざして（地域貢献） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （２－１）社会基盤の安全確保を担うことにより地域住民の生活を守ります。 
 （２－２）複数の企業で協力体制を構築し大規模災害などに備えます。 
 （２－３）建設企業の特性を生かした地域貢献を通じて、地域の一員としての責任 
      を果たします。 
 
 

（３）未来に存続する建設企業をめざして（経営力） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （３－１）協業化による企業連携を強化し、企業存続をめざします。 
 （３－２）計画的な受注により、将来につながる経営基盤強化を図ります。 
 （３－３）適正な利潤が確保される価格での契約により下請企業を含む関連企業に 
      利潤が配分され、業界全体が安定経営できるようにめざします。 
 （３－４）「土日完全週休二日制」の実施など労働環境の改善に業界全体でめざし、 
      働きやすい職場と人材の確保を図ります。 
 
 
 

７ めざすべき建設企業像 

～ここで解決すべき課題～ 
1. 建設投資の減少による工事量の減少に対する対応 
2. 国等の県発注工事以外の公共工事を受注するための技術力の向上 
3. 新しい技術（建設ICTなど）による生産性の向上 
4. 若年就業者等の定着促進 
5. 若年就業者の有資格者の増加 

～ここで解決すべき課題～ 
1. 局地的な豪雨の頻発等の自然災害から地域を守る 
2. 南海トラフ地震等大規模災害に対する準備 
3. 災害対応空白地をカバーする体制の構築 
4. 公共土木施設の健全化をめざす 
5. 地域に必要な地域貢献の継続 
6. 社会的責務を果たす 

～ここで解決すべき課題～ 
1. 計画的な経営のための情報の入手 
2. 効率的な業務に向けた事業連携 
3. 受注機会の拡大 
4. 第１四半期における閑散期の解消 
5. 売上高経常利益率の向上 
6. 適正価格での受注の拡大 
7. 元請下請関係の改善 
8. 継続的な若年者等の確保 
9. 労働環境の改善 
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